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【提言項目１】 

地域生活移行に関わるステップハウスの機能整備について 

 

【現状と課題】 

婦人保護事業としては、女性たちが心身の回復を国によって保障され、生活の再建に向けて立

ち上がり、自立生活に踏み切るための支援を続けているところである。婦人保護施設にもステッ

プハウス機能がひらかれ、地域生活への移行には様々な支援の施策が広がりつつあるが、まだま

だ未整備である。 
 今後については女性たちの生活の質が保たれ、回復支援につながるプログラムの整備が必要で

ある。 
 

【提言内容】 

（１）運営費（維持費、光熱費など）の補助 
婦人保護施設にもステップハウスの機能が認められ、また家賃の補助も行われるようにな

った。リピーターの未然防止の観点、また、見えにくかった利用者が個別に抱えている生

活力の貧困、生活困難を把握することが出来、実践を通して具体的な支援ができるという

メリットが明らかになりつつある。しかし、施設としての費用負担への課題は大きいもの

があり、運営費の支援を是非、予算化を願いたい。 
 

（２）地域生活移行支援の補助要員の配置 
多くの女性たちが「自分らしく暮らす」経験を持ち合わせていない。そのような生活環境

に置かれてこなかったので、生活をスタートするためにはどうしても必要なプログラムで

ある。生活再建そのものに向かうことが社会復帰の第一歩である。そのためには、経験の

乏しい生活力をしっかりと身につける必要がある。 
そのコーデイネーターとしての役割を持つ専門要員の確保が必須である。利用者の生活力

を把握し（金銭管理・健康管理・地域生活のゴミだしなど）、具体的なサポートを積み重

ね、地域に生活主体者として復帰するためには、よりきめ細かく丁寧な支援が求められる。 
 
 
 

婦 人 保 護 部 会 

【婦人保護部会とは】 

東京都社会福祉協議会の会員施設である都内５箇所の婦人保護施設で構成されている。本部

会は婦人保護事業の増進や施設職員の資質向上を期するため、調査・研究活動、各種研修会、

婦人相談員等との懇談会、及び部会シンポジウムの開催等の事業を行っている。また、東京都

女性相談センターを始めとする関係諸機関との関係強化を図ることで、女性福祉の砦としての

働きを担っている。 
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【提言項目２】 

   サービス推進費＜努力実績加算＞についての改善 

 

【現状と課題】 

（１）母子生活支援施設と同様の支援を求められてはいるが、婦人保護施設での児童支援への手

当はされていない。また多くの複雑な課題を抱えた女性への支援にも膨大な時間を費やし

ている。女性ゆえの課題も大きい。職員の配置基準が低く、よりよい支援のためにも加算

の対象にして欲しい。 

（２）DV 被害者の支援はメンタルなケア、危機管理上の整備などリスクが大きい。もっとも必

要な自尊心の回復にはより高い専門性が求められている。 
 

【提言内容】  

複雑化した社会に巻き込まれ、精神面においても困難を抱えるひとの利用が増えている。その

支援には多岐にわたる専門的なものが求められている。複雑、困難な対象者に対して支援者が疲

弊感を持ちながらも、女性への高い人権意識で立ち向かっている。実態に見合った予算措置をお

願いしたい。 

 

【提言項目３】 

同伴児童に対する支援の充実 

 

【現状と課題】 

婦人保護施設では、これまで人員配置のない中で、多くの同伴児童を受け入れてきた。平成 21

年度より初めて国により同伴児童対応指導員雇入経費が予算化され、東京の 5 施設でも各施設 1

～2 名の非常勤職員の配置が可能となったことは大きな前進であるといえる。しかし、元来子ど

もの利用が想定されていなかった婦人保護施設で、DV 法の施行、売防法の対象拡大によって同伴

児童も入所する施設となったため、子どもたちの人権と発達を保障するためにハード・ソフトの

両面での不備が大きく、充実が急務である。 

 

【提言内容】 

（１）婦人保護施設の最低基準には乳幼児の保育室や児童の学習室は含まれておらず、どこの施

設でも乳幼児・学童の専用室のない中で工夫しながら支援している実態がある。乳幼児の

保育室や学童の学習室、プレイルームなどの増設が必要である。 

 

（２）平成 20 年度子ども未来財団・児童関連サービス調査研究事業「婦人保護施設における児童

ケアと親支援に関する調査研究」にも、婦人保護施設で同伴児童を受け入れていながら、

制度として健康診断を実施する体制がないことの危険性が指摘されている。（同報告書

P65）同伴児の健康診断費用の補助等、子どもたちの健康管理発達保障の観点からの充実が

のぞまれる。また児童の学習権の観点から人員の配置が不可欠である。 
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【提言項目４】 

「性暴力被害者回復支援センター」の設立 

 

【現状と課題】 

全国シェルターネットの DV 家庭における性虐待児童・性暴力当事者についての調査によると、

児童への性虐待の加害者は実父が 67％、継父が 25％となっている。また、被害にあった時の年

齢は 10 歳以下で 51％、11～14 歳では 21％と報告されている。 
性暴力は人間の尊厳と、生きる希望を奪うものである。性暴力は容認できない行為であるが、

その対策は未整備である。また、その治療には専門的な支援が求められるが、それも未整備な状

態である。 
2009 年度東京都社会福祉協議会のなかに「性暴力被害者支援に関する連絡会」が立ち上がり、

「女性への暴力被害の防止」を訴えてきた婦人保護部会としては、画期的なこととして今後の活

動に期待をしているところである。 
 

【提言内容】 

被害者が自ら被害の状況を告白しにくい社会であることを踏まえ、婦人保護部会では性暴力被

害者回復支援センターの設立を提言し続けている。被害の未然防止は当然必要であるが、何より

「現在被害を受けている女性・子どもたち」が、性被害に対する専門的なケアを受ける場所の設

置が喫緊の課題である。 

そのためには、まず性暴力被害者のための法整備と、ワンストップの緊急支援から継続的な支

援に至るまでのシステム作りが必要である。 
 
【提言項目５】 

居所を失った若年女性に対する支援の充実 

 

【現状と課題】 

若年女性の貧困が深刻化する中で、被虐待・被暴力等により、帰住先のない若年女性の居場所

づくりが、緊急の課題となっている。 
 

【提言内容】 

現状の制度・施策からこぼれおちている若年女性に対し、施設種別の枠組みを超えて、支援に

取り組む必要がある。 
婦人保護部会としては、性売やさらなる性被害の未然防止の観点から、施設機能の柔軟な運用

が図れるよう、予算的措置を含めて要望したい。 
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